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西村：　明けましておめでとうございます。本年も、よろし
くお願いいたします。

署長：　皆さん、明けまし
ておめでとうございます。
こちらこそ、よろしくお願
いいたします。
西村：　本日は、大谷署長
にはご多用の中、公益社団
法人高岡法人会の広報誌イ
ンタビューをお受けいただ
き、ありがとうございます。

　　　　広報委員会では、新署長の人となりを会員に知って
いただくため、107 号からインタビュー形式に取り組
んでおり、大谷署長
にご協力をお願いし
た次第です。

　　　　今回は、今月発行
の 117 号に掲載いた
しますので、よろし
くお願いします。

　　　　初めに、出身地、
経歴等も含めて自己
紹介をお願いします。

署長：　出身地は生まれも育ちも砺波市です。
　　　　隣の市なので改めて紹介するまでもないかもしれ

ませんが、砺波市は庄川流域に開けた扇状地、砺波平
野で、名水が潤す豊穣の大地は強靭な増山杉、黄金色
の稲穂、色鮮やかなチューリップを育み、日本の原風
景を彷彿とさせてくれます。

特別座談会
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　　　　また、カイニョと呼ばれる屋敷林の中、切妻屋根ア
ズマダチの農家が、碁石を散りばめたように点在する
散居村は春から夏は萌える緑、秋は黄金、そして冬は
銀白のじゅうたんと四季折々、美しい田園風景を見せ
てくれると、砺波市はＰＲしています。

　　　　経歴ですが、私は昭和 54 年に金沢国税局へ採用と
なり、一年間の税務大学校の研修を経たのち、富山税
務署管理・徴収部門に配属され、その後、高岡、砺波、
福井、小浜、新宿（東京局）、七尾の各税務署及び金
沢国税局のほか金沢国税不服審判所でも勤務し、主に
徴収関係の事務に従事しました。

八嶋：　富山県内では富山・高岡・砺波の各税務署に勤務さ
れたとお話がありましたが、いつ頃のことですか。

署長：　配属されたのは富山税務署で、そのあと砺波署、そ
れから富山署に戻りました。富山県での勤務は、若い
頃がほとんどで、富山署８年間、砺波署３年間、高岡
署は平成９年、10 年の２年間勤務しており、今回の
高岡署勤務は２回目です。県内勤務は通算で 14 年目
となります。

　　　　前回の高岡署での勤務は、内部事務でしたので地名
はある程度馴染みがあるのですが、土地勘はあまりあ
りません。

八嶋：　高岡署は２回目ということですが、今回、高岡署に
着任されての印象はどうでしたか。

署長：　前回の勤務は平成９年、10 年の２年間ですが、そ
れから 20 年以上経ってしまいました。当時と比べて
高岡駅が新しくなって駅周辺も様変わりし、北陸新幹
線も通り道路も整備され、綺麗になった感じがします。

　　　　管内には、国宝瑞龍寺や高岡大仏など名所旧跡が多
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索等により財産を把握し、差押え及び換価等の滞納処
分を行います。各支部の研修会の署長講演でも申し上
げました。

　　　　ところで、国税局には訴訟（国税に関する裁判）を
担当する国税訟務官といったポストがあり、国が当事
者となる訴訟を担当する法務省（法務局）の職員と一
緒に相手方と争います。

　　　　被告訴訟は、納税者（又は滞納者）が税務署長等の
行った行政処分について取消等を求めて国が訴えら
れた事件で、課税訴訟、徴収訴訟の態様によってそれ
ぞれ担当の国税訟務官が対応します。

　　　　徴収担当の国税訟務官は徴収関係訴訟を担当しま
すが、被告訴訟のみならず国が原告となって行う原告
訴訟も担当します。

　　　　例えば、滞納者Ａの財産を差し押さえようとすると
き、その財産が譲渡されＢ名義になっていたりすると
差し押さえることができません。契約書や関係者の証
言から譲渡が仮装されたもので実は滞納者Ａのもの
であったことが判明したが、ＡやＢが非協力的で名義
を元に戻してくれない、といったときに証拠等を集め
て財産の名義をＢからＡに変更してくれ、と言って裁
判所に訴えることができます。認められればその財産
を差し押さえたうえ公売し滞納税金に充てることが
できます。

　　　　徴収関係訴訟にはいろいろな類型がありますが、そ
れらの訴訟は、国税の賦課徴収の最終の締めくくりの
段階で発生するものであるだけに、国税徴収の確保に
とってはもちろん、納税者や第三者の財産、権利義務
にも直接重大な関連があるため慎重にならざるを得
ません。

　　　　私は、国税訟務官としては２年間ですが、訴訟事務
については通算７年担当しました。一つ一つの事件が
難解で苦労したことも多かったですが、今では良い思
い出となっております。

八嶋：　訴訟に関する仕事
をされたということです
が、仕事について自分の希
望は出されるのですか。そ
れとも、あなたはこのポス
トに行きなさいと一方的に
配属されるのですか。
署長：　私の場合、30 代
後半に訴訟事務を担当した

関係で、特に希望は出しませんでしたが実務経験があ
るということで国税訟務官に異動となりました。ただ、
職員の中には、徴収訴訟をやりたいということで希望
している者もいます。

八嶋：　徴収訴訟事務は珍しいですね。
署長：　金沢国税局は規模が小さいので徴収職員も少ないの

く、ユネスコ無形文化遺産に登録された高岡御車山祭
りをはじめとする伝統行事、氷見鰤、紅ズワイガニな
どの豊富な海の幸、歴史や文化を感じさせる町並みな
ど観光資源が豊かであると思っています。

　　　　最近ちょっと残念なのは、久しぶりの高岡署勤務で
仕事帰りにちょっと一杯と昔懐かしい居酒屋などに
寄っていきたいところですが、今年は新型コロナウイ
ルスのため、まだ、一度もいけていないことが、少し
寂しいです。

稲田：　高岡税務署長に着
任されての抱負をお
聞かせください。

署長：　前任は金沢国税局
の厚生課長で、春か
らの新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防
止対策に取り組んで
いました。

　　　　現在においても、税務署では、新型コロナウイルス
感染症予防のため、職員一人ひとりが感染防止の３つ
の基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、
③手洗いを徹底し、業務に当たっても「３密（密集、
密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」に基
づく各種の感染防止策を徹底しています。

　　　　令和２年分の所得税の確定申告ですが、毎年税務署
の申告相談会場は来署された納税者の方たちで大変
混雑しております。今回は３密を避けるため申告相談
会場の混雑緩和を図る取り組みをすることとしてお
ります。

　　　　そこで、税務署に出向かなくても申告ができる
e-Tax を今まで以上にＰＲしていきたいと思っていま
す。特に今はスマートフォンで確定申告ができる「ス
マホ申告」を推し進めていきます。　　

鍛冶：　これまでの勤務で一番印象に残っている仕事は何で
すか。

署長：　国税庁の基本的な任務の一つに「適正・公平な賦課
及び徴収の実現」があります。私はこれまで主に徴収
関係の仕事に携わってきました。

　　　　国税が、その納期限までに納付されないときは督促
状を発することとなり、それでも納付されない場合に
は、徴収部門において滞納整理を行います。

　　　　滞納整理に当たっては、まずは自主的な納付を促し
ます。その上で、納付が困難な事情がある場合には、
事業や財産の状況など、滞納者の個々の実情を十分に
伺った上で、法令等の規定に基づき、納税の猶予など
の納税緩和制度の適用を行っています。

　　　　一方で、自主的な納付を促しても納付の意思が認め
られないような場合には、期限内に国税の納付を行っ
ている大多数の納税者との公平性を確保するため、捜
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ですが、東京国税局は規模が大きく徴収職員も多いの
で、徴収訴訟事務だけを担当しているというか、ほと
んど訴訟に関する事務を専門的に担当している職員
もおります。金沢国税局では、ほかの仕事を担当し、
また、徴収訴訟を担当するなどしています。

西村：　これから、外国との取引が多くなる中、税務上の対
応など大変だと思いますが。

署長：　国税庁では、増加する海外への投資や海外取引な
どについて、国外送金等調書をはじめとする資料や海
外当局との租税条約等に基づく情報交換制度などに
よって得た情報を活用し、実態解明を行い、深度ある
調査を実施しています。

　　　　また、徴収では、租税条約により外国の税務当局に
海外の資産を差し押さえ、現金化して、日本に送金し
てもらうこともあります。

鍛冶：　これからコロナ禍
で滞納が増え、大変なので
はないですか。
署長：　新型コロナウイル
ス感染症の影響により納税
が困難な場合については、
特例猶予制度があり沢山の
方が利用されています。１
年間猶予され延滞税がかか

りません。また、特例猶予を受けた方で納付が困難な
方は、他の猶予制度がありますので、税務署に相談し
ていただければと思います。

鍛冶：　延滞税は 14.6％と市中金利より非常に高いですよね。
署長：　延滞税は経費になりませんし、期限内に納付されて

いる方との均衡を図るためのものであり利息ではあ
りませんので、市中金利より高いです。

　　　　ただ、市中金利が下がっていますので、令和３年の
延滞税は、納期限から２か月間は年 7.3％部分が 2.5％、
それを過ぎると年14.6％部分が8.8％に下がっています。

西 川：　 人 生 観、 信 念、
座右の銘などござい
ましたらお願いしま
す。

署長：　座右の銘とか信念
といった立派なもの
はありませんが、「人
生楽ありゃ苦もあ
る」です。「楽」は「楽
しい」の意味で、人生には苦しいことも多いが、乗り
越えれば楽しいことがある、と思うようにしています。

西川：　趣味や余暇の過ごし方はどうでしょうか。
署長：　趣味といえば映画鑑賞で、昔は月に５～６回見てい

たこともありましたが、年に１～２回になり、最近は
コロナのため自宅でテレビ鑑賞となっています。また、

休日は、ウォーキングをしていました。小浜税務署勤
務の時、単身赴任で寮生活でした。その時メタボにな
り、その解消のため、ウォーキングを始めました。単
身赴任が終わり自宅に戻ったあとも散居村をウォー
キングして体重を 20Kg 落としましたが、近年膝が痛
くなってからは、ほとんどできていません。私も今年
が最後の年なので、退職したら庭木いじりなどをやっ
てみたいと思っています。

土田：　少し、かたい話と
なりますが、税務行
政の将来像などにつ
いてお願いします。

署長：　近年、経済社会の
ＩＣＴ化やグローバ
ル化が著しく進展す
る中で、国税職員の
定員の減少や申告件
数の増加などもあり、調査・徴収が複雑・困難になっ
てきています。

　　　　こうした、税務行政を取り巻く環境が大きく変化す
る中で私どもは、「納税者の利便性の向上」と「課税・
徴収の効率化・高度化」を２本柱として税務行政のス
マート化を目指すこととしています。

　　　　具体的には、ＩＣＴやマイナンバーの活用によるデ
ジタル化を推進し、税務相談や申告・納付の手続きを
スムーズかつスピーディなものにするなど、納税者の
皆様の利便性向上を進めてまいります。

　　　　また、課税・徴収事務を効率化・高度化するととも
に、税務署の内部事務の集中処理などを通じた業務改
革を進め、こうした取組により創出したマンパワーを
活用し、国際的租税回避への対応といった重点課題に
的確に取り組んでまいります。

　　　　これまでも、先代の署長方が「税務行政の将来像」
についてお話してきたと思いますが、今回は「企業が
行う手続のオンライン・ワンストップ化」についてお
話ししたいと思います。

　　　　これまで、法人を設立する際には、設立に必要な
各手続を行政機関ごとにそれぞれ行う必要がありま
した。

　　　　今後は、利用者が、マイナポータル上で提供される
法人設立用画面を利用して、法人名など各手続におい
て共通する項目を一度だけ入力し、それぞれの手続で
個別に必要となる項目を入力すれば、設立に必要な一
連の手続を各行政機関に対して一括で行うことがで
きるサービスが提供されます。

　　　　まず、昨年 1 月より国税関係を含む設立後の各手
続がワンストップ化されました。今年２月頃からは定
款認証及び設立登記といった設立時の手続がワンス
トップ化される予定です。
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　　　　次に「企業が行う従業員のライフイベントに伴う社
会保険・税手続のオンライン・ワンストップ化」につ
いてお話させていただきます。

　　　　これまで、雇用主である企業は、従業員の採用、退
職等のライフイベントに伴う社会保険・税手続を、行
政機関ごとにそれぞれ行う必要がありました。

　　　　今後は、企業が、マイナポータルと接続した民間ベ
ンダーソフトなどを利用して、従業員の氏名など各手
続において共通する項目を一度だけ入力し、それぞれ
の手続において個別に必要となる項目を入力すれば、
従業員のライフイベントに伴う各手続を一括で行う
ことができるサービスが提供される予定です。

　　　　現在、国税庁では、関係府省と連携して引き続きシ
ステム開発等に取り組んでいるところです。

西村：　最後に、法人会に対するご意見・ご要望等がござい
ましたら、お聞かせください。

署長：　高岡法人会は、昭和 27 年に創立された伝統のある
法人会であり、「良き経営者を目指すものの団体」と
して、正しい税知識の普及や納税意識の高揚に取り組
まれるとともに、各種研修会・講演会の開催をはじめ、
会員による租税教室の開催や小学生を対象とした「税
に関する絵はがきコンクール」の実施など、公益法
人として積極的に社会貢献活動を展開されておられ
ます。

　　　　また、企業の税務コンプライアンス向上のために導
入された「自主点検チェックシート」の普及推進策と
しまして、高岡法人会独自の活動である「税務署提出
チャレンジ一覧表」の提出に積極的に取り組まれるな
ど、これらの活動の充実ぶりには私どもといたしまし
ても、大変心強く感じているところであります。

　　　　これもひとえに、川西会長をはじめとする歴代の役
員並びに会員の皆様方のたゆまぬ努力の賜物であり、
その御熱意と御尽力に対しまして心から敬意を表す
る次第であります。

　　　　私どもといたしましては、税務行政を取り巻く環境

が大きく変化する中、また、新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い、基本的な感染対策の継続など、「新
しい生活様式」の定着が求められている状況の中、国
税庁の使命であります「納税者の自発的な納税義務の
履行を適正かつ円滑に実現する」ため、新たな生活様
式の下で納税者の皆様が「より便利で、よりスムーズ
に」申告・納税ができる環境を整備していかなければ
なりませんが、その取組を推進していくためには高岡
法人会の皆様方のお力添えは何よりも大きなものと
考えております。

　　　　どうか引き続き、税務行政の良き理解者として、よ
り一層の御協力と御支援を賜りますようお願い申し
上げます。

西村：　私ども法人会こそ、会活動において、税務御当局の
御指導・御支援が不可欠でございますので、今後も、
会員企業の健全な発展のため、研修会・説明会等への
講師派遣・助言を引き続きお願いいたします。

　　　　本日は、大変お忙しいところ、長時間にわたってい
ろいろお話をいただき、ありがとうございました。

平成 21 年７月　金沢国税局 徴収部 国税訟務官

平成 23 年７月　金沢国税局 総務部 主任相談官

平成 24 年７月　金沢不服審判所 審判官

平成 26 年７月　金沢国税局 徴収部 統徴官

平成 28 年７月　七尾税務署 署長

平成 29 年７月　金沢国税局 徴収部 徴収課長

令和 元 年７月　金沢国税局 総務部 厚生課長

令和 ２ 年７月　高岡税務署 署長

大 谷 武 夫 高 岡 税 務 署 長 略 歴
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令和３年度 税制改正に関する提言（要約）

３．行政改革の徹底
　新型コロナウイルス対策についても、与野党を含めて政治の対応が迷走し
ているほか、行政も旧態依然とした仕組みによる矛盾や悪弊が明らかになり、
国民の不満と不信感は近年にないほど高まっている。これを機に地方を含め
た政府と議会は「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削るなど行政
改革を徹底しなければならない。
(1) 国・地方における議員定数の大胆な削減､ 歳費の抑制。
(2) 厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と能力を重視した賃

金体系による人件費の抑制。
(3) 特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
(4) 積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

４．マイナンバー制度について
　マイナンバー制度は、すでに運用を開始しているが、マイナンバーカード
の普及率が低いなど、国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い難
い。それは今般の新型コロナ対策でも給付金申請手続きの混乱などで明らか
になった。政府は制度の意義等の周知に努め、マイナンバーカードを活用す
る仕組みづくりに本腰を入れる必要がある。

 Ⅱ．中小企業が事業継続するための税制措置
１．法人税関係

　中小企業は新型コロナ拡大による深刻な影響を受け不安が増幅している。
さらに、自然災害による被害も多発するなど中小企業を取り巻く環境は一段
と厳しさを増しており、事業を継続していくための税制措置の拡充等が必要
である。
(1) 法人税率の軽減措置

　中小法人に適用される軽減税率の特例 15％を本則化すべきである。ま
た、昭和 56 年以来、800 万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所
得金額を、少なくとも 1,600 万円程度に引き上げる。なお、本制度は令和
３年３月末日が適用期限となっていることから、直ちに本則化することが
困難な場合は適用期限を延長する。

(2) 中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
　租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達し
たものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革
新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充したうえで本
則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設

備」を含める。なお、それが直ちに困難な場合は、令和３年３月末日
までとなっている特例措置の適用期限を延長する。

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金
算入額の上限（合計 300 万円）を撤廃し全額を損金算入とする。

(3) 中小企業の設備投資支援措置
　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、中小企業が取得す
る償却資産に係る固定資産税の特例（生産性向上特別措置法）等を適用す
るに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦課期日）
が迫った申請や認定について弾力的に対処する。
　なお、「中小企業経営強化税制」、および令和元年度税制改正で創設され
た「中小企業防災・減災投資促進税制（中小企業強靱化法）」は、令和３
年３月末日が適用期限となっていることから、適用期限を延長する。

(4) 役員給与の損金算入の拡充
①役員給与は原則損金算入とすべき。
②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき。

(5) 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の延長等新
型コロナウイルスの収束時期は不透明であることから、中小企業の厳しい
経営実態等を見極めながら、適用期限の延長や制度を拡充すること。

２．消費税関係
　消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠かせないが、昨年 10
月に導入された軽減税率制度は事業者の事務負担が大きいうえ、税制の簡素
化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多い。
　このため、かねてから税率 10％程度までは単一税率が望ましく、低所得者
対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であることを指摘し
てきた。国民や事業者への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があ

 Ⅰ．税・財政改革のあり方
　我が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口が減少する
という極めて深刻な構造問題を抱えている。そして今後も新たな感染症の大流
行や経済危機、大規模な自然災害の発生が考えられる。せめて国債で賄ったコ
ロナ対策費の負担について、将来世代に先送りせずに現世代で解決するよう議
論を開始せねばならない。そのうえで「コロナ後」を見据えた本格的な税財政
改革に取り組むことが求められよう。

１．新型コロナウイルスへの対応と財政健全化
　新型コロナウイルスは収束の見通しが立たないことから、その影響は長期
化が予想される。このため、新型コロナ感染対策と経済活性化の両立を図っ
ていかなければならない。とりわけ、コロナ禍の影響によって発生した生活
困窮者や経営基盤が脆弱な中小企業には、引き続き実態等を見極めながら効
果的な支援措置を迅速に講じていくことが重要であろう。
(1) 新型コロナの影響は長期化の様相を見せており、資金力の弱い中小企業は

すでに限界にきている。中小企業は我が国企業の大半を占めており、地域
経済の活性化と雇用の確保などに大きく貢献していることから、その経営
実態等を見極めながら、雇用と事業と生活を守るための支援策を引き続き
講じていく必要がある。その際、国や地方は今般の支援制度の周知・広報
の徹底や申請手続きの簡便化、スピーディーな給付等、実効性を確保する
ことが重要である。

(2) 新型コロナ拡大の収束を見据えつつ、税制だけでなくデジタル化への対応
や大胆な規制緩和をスピード感をもって行うなど、日本経済の迅速な回復
に向けた施策を講じる必要がある。なお、需要喚起を行うことも必要では
あるが、それが財政規律を無視したバラマキ政策とならないよう十分配慮
すべきである。とりわけ、今年度補正予算で盛り込まれた膨大な予備費に
ついては厳しく使途をチェックする必要がある。

(3) 財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には本格的な歳出・歳入の
一体的改革に入れるよう準備を進めることが重要である。歳入では安易に
税の自然増収を前提とすることなく、また歳出については聖域を設けずに
分野別の具体的な削減の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行するよ
う求める。

(4) 国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融資本市場に多大な
影響を与え、成長を阻害することが考えられる。すでに、一部には日本国
債の格付け引き下げの動きもでており、政府・日銀には市場の動向を踏ま
えた細心の政策運営を求めたい。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
　社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、持続可能な社会保障制
度を構築するには、適正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・
効率化」によって可能な限り抑制することが必須である。
　社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」の役割と範囲を改めて見直
すほか、公平性の視点も重要である。医療保険の窓口負担や介護保険の利用
者負担などについては、高齢者においても負担能力に応じた公平な負担を原
則とする必要がある。
(1) 年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、「支給開始年齢の引

き上げ」、「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、
抜本的な施策を実施する。

(2) 医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジタル化対応など大胆な規制
改革を行う必要がある。給付の急増を抑制するために診療報酬（本体）体
系を見直すとともに、ジェネリックの普及率をさらに高める。

(3) 介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が必要な者と
そうでない者とにメリハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。

(4) 生活保護は給付水準のあり方などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

(5) 少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整備するなどの現物
給付に重点を置くべきである。その際、企業も積極的に子育て支援に関与
できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用に向けて検討する。また、
子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推進するためには安定財源を確
保する必要がある。

(6) 中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企業への過度な保険料負担を抑え、
経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立が求められる。
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(2) 事業所税の廃止
　市町村合併の進行により課税主体が拡大するケースも目立つ。事業所税
は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべきである。

(3) 超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象としているうえ、
長期間にわたって課税を実施している自治体も多い。課税の公平を欠く安
易な課税は行うべきでない。

(4) 法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮する
とともに、税収確保のために法人企業に対して安易な課税は行うべきでは
ない。

６．その他
(1) 配当に対する二重課税の見直し
(2) 電子申告

 Ⅲ．地方のあり方
　今般の新型コロナウイルス拡大は、東京一極集中のリスクを浮き彫りにする
一方、地方分権化と広域行政の必要性も改めて問いかけることになった。そも
そも地方分権化は国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化を図るこ
とであり、地方活性化の観点からも重要であることが指摘されてきた。これを
機に分権化の議論がさらに高まることを期待したい。

(1) 地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促進、地元の
特性に根差した技術の活用、地元大学との連携などによる技術集積づくり
や人材育成等、実効性のある改革を大胆に行う必要がある。また、中小企
業の事業承継の問題は地方創生戦略との関係からも重要であり、集中的に
取り組む必要がある。

(2) 広域行政による効率化や危機対応について早急かつ具体的な検討を行うべ
きである。基礎自治体（人口 30 万人程度）の拡充を図るため、さらなる
市町村合併を推進し、合併メリットを追求する必要がある。

(3) 国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革には､「事業仕分
け」のような民間のチェック機能を活かした手法が有効であり、各自治体
で広く導入すべきである。

(4) 地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパイレス指数（全国
平均ベース）が改善せずに高止まりしており、適正な水準に是正する必要
がある。そのためには国家公務員に準拠するだけでなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重要である。

(5) 地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化するとともに、より
納税者の視点に立って行政に対するチェック機能を果たすべきである。ま
た、高すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の適正化を求める。行政
委員会委員の報酬についても日当制を広く導入するなど見直すべきで
ある。

 Ⅳ．震災復興等
　東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期である「復興・創生期間（平
成 28 年度～令和２年度）」も最終年度である５年目に入ったが、被災地の復興、
産業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業に当たってはこれまでの効
果を十分に検証し、予算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対
応を含めて引き続き、適切な支援を行う必要がある。また、被災地における企
業の定着、雇用確保を図る観点などから、実効性のある措置を講じるよう求める。
　また近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規模な自然災害が相次
いで発生しているが、東日本大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場に立っ
た適切な支援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向け
て取り組まねばならない。

 Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

れば同制度の是非を含めて見直しが必要である。
(1) 現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」は、令和３年３月末日

をもって適用が終了することとなっている。今般の新型コロナにより、中
小企業が多大な影響を受けていることを考慮すると、同特別措置の適用期
限を延長するとともに、引き続き、中小企業が適正に価格転嫁できるよう、
さらに実効性の高い対策をとるべきである。

(2) 消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となってい
る。消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じる必要がある。

(3) システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して特
段の配慮が求められる。

(4) 令和５年 10 月からの「適格請求書等保存方式」導入に向け、令和３年 10
月より「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまる。こうした中で新
型コロナの拡大が特に小規模事業者等の事業継続に多大な影響を与えてい
る。これら事業者が事務負担増等の理由により廃業を選択することのない
よう、現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面維持するなど、弾力的
な対応が求められる。

３．事業承継税制関係
　我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保な
どに大きく貢献している。中小企業が相続税の負担等によって事業が承継で
きなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成 30 年度の税制改
正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考
える。
(1) 事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設

　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとど
まっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事
業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度
の創設が求められる。

(2) 相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
①猶予制度ではなく免除制度に改める。
②新型コロナの影響などを考慮すると、より一層、平成 29 年以前の制度

適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮すべきである。
③国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努め

る必要がある。なお、特例制度を適用するためには、令和５年３月末
日までに「特例承継計画」を提出する必要があるが、この制度を踏ま
えてこれから事業承継の検討（後継者の選任等）を始める企業にとっ
ては時間的な余裕がないこと等が懸念される。このため、計画書の提
出期限について配慮すべきである。

４．相続税・贈与税関係
　相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、これ以上の課税
強化は行うべきではない。なお、贈与税は経済の活性化に資するよう、次の
とおり見直すべきである。
(1) 贈与税の基礎控除を引き上げる。
(2) 相続時精算課税制度の特別控除額（2,000 円）を引き上げる。

５．地方税関係
(1) 固定資産税の抜本的見直し

　令和３年度は評価替えの年度となるが、今般の新型コロナは企業に多大
な影響を与えていることから、負担増とならないよう配慮すべきである。
さらに、都市計画税と合せて評価方法および課税方式を抜本的に見直すべ
きである。
①商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価

に見直す。
②家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
③償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、「少額資産」

の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（30 万円）にまで拡大す
るとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とすること。また、諸外
国の適用状況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直すべきである。

④固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え置かれ
ているため、大幅に引き上げる。

⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っ
ているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化すべきである。
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～税を考える週間～ 国会議員・3市長へ提言書を持参!!
令和３年度　税制改正に関する提言活動

宮沢洋一先生との懇談会を開催

　高岡法人会役員が、税を考える週間 (11/11 ～ 17) にあわせ、国会議員・市長に直接お会いし、法人会提言について、
税制改正に反映していただけるよう提言活動を行いました。

　10 月 15 日 ( 木 )、自由民主党税制調査会小委員長の宮沢洋一先生と高岡法人会役員並びに北陸税理士会
高岡支部役員が懇談した。
　懇談会では、法人会の令和３年度税制改正に関する提言を基に、新型コロナウイルス感染症に関する税
制上の措置の延長、消費税インボイス方式、事業承継税制などについて、宮沢先生に要望を行った。
　宮沢先生からは、新型コロナ
ウイルス感染症税制については、
来週から始まる党税制調査会で
協議していく、また、事業承継
税制は経営者の代替わりを促進
するための時限立法であるなど
の説明があった。

橘慶一郎衆議院議員 (11 月８日 )

林　正之　氷見市長 (11 月 16 日 )

髙橋正樹　高岡市長 (11 月 13 日 )

夏野元志　射水市長 (11 月 17 日 )
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【講　師】　高岡税務署 法人課税審理専門官　老田　時男　氏
【場　所】　高岡商工ビル　４階・８階会議室
【内　容】　・決算・申告における主な注意点（改正点含む）
　　　　　・法人会自主点検チェックシート作成要領　等

【開催日等】　８月～ 10 月決算法人対象
　　　　　　　令和２年９月 10 日 ( 木 )　会員 12 名
　　　　　　11 月～１月決算法人対象
　　　　　　　令和 ２ 年 12 月７日 ( 月 )　会員 22 名

【場　所】　富山県高岡文化ホール　多目的小ホール
【講　師】　高岡税務署 法人課税審理専門官　老田　時男　氏
　　　　　　｢法人税等の税制改正について」等
　　　　　高岡税務署 個人課税第一部門　木下　恵輔　氏
　　　　　　｢所得税の税制改正について｣

【受講者】　会員 89 名

【場　所】　富山県高岡文化ホール　多目的小ホール
【講　師】　税理士　油谷　奈津紀　先生
【開催日】　９月 17 日、24 日、10 月５日、12 日
【受講者】　会員 59 名

雇用管理研修会

改正税法研修会

決算期別研修会

法人税実務講座 ( 初級 )

令和２年９月４日 ( 金 )

法 人 会 活 動 報 告

【場　所】　富山県高岡文化ホール　多目的小ホール
【講　師】　みやもと社会保険労務士事務所　社会保険労務士　宮本　敦子　氏
　　　　　( 独 ) 高齢 ･ 障害 ･ 求職者雇用支援機構 富山支部　高齢 ･ 障害者業務課　担当職員

■ 令和 2 年８月 12 日 ( 水 )　会員 84 名
～今年度注目すべき社会保険、労働保険、
　労働関係法の改正と実務対応について～

■ 令和 2 年 12 月 3 日 ( 木 )　会員 46 名
～正社員とパート・有期雇用労働者との間
　の不合理な待遇差の禁止 ( いわゆる同一
　労働同一賃金）への対応について～

9　　　　　法人会活動報告



氷見・射水・福岡支部で次のとおり税務研修会が開催されました。
【氷見支部】令和２年 10 月 21 日 ( 水 )　参加者 21 名
【射水支部】令和２年 11 月 17 日 ( 火 )　参加者 19 名
【福岡支部】令和２年 11 月 10 日 ( 火 )　参加者 27 名
　各支部とも、第一講座は、大谷武夫高岡税務署長の「徴収官の仕事」
について、ＤＶＤ放映の後、署長の経験談などの講話がありました。
　第二講座は、次のとおりです。

【場　所】　高岡市生涯学習センター　ホール
　　　　　　（ウィング・ウィング高岡 4 階）

【講　師】　高岡税務署 担当官
　　　　　　「年末調整のしかた｣
　　　　　　「法定調書の作成と提出の手引き」等

【受講者】　会員 141 名、一般８名

【場　所】　ホテルニューオータニ高岡４階
【参加者】　部会員 15 名
【講　師】　税理士法人　中村税務みらい経営
　　　　　　所長　中村　総一郎　氏

【テーマ】　「WITH コロナの経営戦略」

支部研修会

年末調整説明会

青年部会税経セミナー

令和２年 11 月 19 日（木）

令和２年 12 月８日（火）

法 人 会 活 動 報 告

氷見支部 射水支部 福岡支部

梶義明税理士事務所
　所長　梶　義明 氏
　｢コロナ禍に関する税制措置｣

富山県相撲連盟
　副理事長　豊田　博保 氏
　｢朝乃山と相撲｣

イセ・エメラルドウエイ㈱
　代表取締役社長　久住　善行 氏
　｢完全栄養食、たまごの秘密に迫る｣

　毎年開催されていた「税務署主催の年末調整説明会」が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため全国一斉に
中止となりましたが、令和２年は改正事項も多く、また、会員の皆様から開催要望もあったことから、ソーシャ
ルディスタンスを保つ等感染拡大防止に十分配慮した上で、高岡法人会主催の年末調整説明会を開催しました。
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　山田副会長・北常任理事は、令和２年 10 月 20 日 ( 火 ) に氷見市の一
般社団法人おひさま「キッズサポートなないろ」を訪れ施設長へ 10 万
円を寄附しました。
　「キッズサポートなないろ」は、障がいのある小学校１年生～高校３
年生の「放課後等デイサービス」を提供しており、寄附金は、自動水栓
の設置費用に充てられました。

『絵はがきコンクール』審査会

　女性部会の渡辺会長・若野副会長が高岡税務署を訪れ、租税教育活動
の一環として、全国で実施されている「税に関する絵はがきコンクール」
の応募用紙 5,500 枚を、大谷高岡税務署長へ手渡し、各小学校への配布
を依頼しました。

社会貢献活動

『税に関する絵はがきコンクール』応募用紙を寄託 令和２年９月８日 ( 火 )

　小学６年生を対象に、青年部会・女性部会のメンバーが講師となって、子供達に生活の中での税金の使われ方
や役立つ税金に関するクイズや DVDを使って租税教室を行いました。

租 税 教 室

青年・女性部会情報

キッズサポート なないろ へ寄附

保育園へ手作り雑巾を寄贈

高岡市　すみれ保育園
　令和２年 10 月 13 日 ( 火 )

氷見市　マヤ保育園
　令和２年 10 月 28 日 ( 水 )

射水市　塚原保育園
　令和２年 10 月 29 日 ( 木 )

　女性部会は、地域に根付いた社会貢献活動の一環として、会員による手作り雑巾と研修会等で集めた未使用タ
オルを高岡市、氷見市、射水市の保育園に寄贈しました。

令和 2 年 9 月 2 日
　高岡市立南条小学校　56 名

令和 2 年 9 月 16 日
　射水市立中太閤山小学校　55 名

令和 2 年 11 月 20 日
　高岡市立横田小学校　33 名

令和 2 年 12 月 4 日
　高岡市立太田小学校　13 名

令和 2 年 12 月 18 日
　氷見市立灘浦小学校　11 名

11　　　　　青年部・女性部情報
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高岡法人会女性部会のあゆみ
平成　2 年 11 月 21 日

平成　8 年　6 月 11 日

平成 12 年　6 月 13 日

平成 13 年　6 月 13 日

平成 13 年 10 月 10 日

平成 14 年　６月　9 日

平成 15 年　8 月 23 日

平成 16 年　9 月　　　

平成 17 年 10 月 18 日

平成 18 年　6 月 23 日

平成 19 年　5 月　8 日

平成 21 年　4 月 16 日

平成 21 年　6 月　9 日

平成 21 年 11 月 26 日

平成 22 年　6 月　9 日

平成 23 年　6 月　8 日

平成 23 年　8 月 11 日

平成 25 年　7 月 26 日

平成 25 年 10 月 25 日

平成 30 年　4 月 12 日

平成 31 年　4 月 25 日

令和２年 10 月　９日

社団法人高岡法人会婦人部を設立。初代婦人部会長に、谷道とみ氏＜㈱谷道＞を選任。

婦人部第６回定時総会において、婦人部の名称を、

全法連に合わせ、女性部会に改称。

女性部会創立 10 周年記念講演会

[ 講師 ] ジャーナリスト　大宅映子氏

女性部会第 11 回定時総会

第２代会長に、木本好枝氏＜日本海自動車工業㈱＞が就任。

全法連主催「第 62 回秋の女性セミナー」が富山市で開催。

富山全日空ホテルに全国から過去最高の 700 名が参集。

社会貢献活動として、きずな学園へ慰問と遊具を寄贈。

「こもれびの里」に掃除用品贈呈。

福祉施設・保育園に手作り雑巾を寄贈。

租税教育活動として「小学生税金クイズ」を作成し、税務署長へ寄贈。

ジャワ島地震被災地義援金を北日本新聞社に預託。

能登半島地震の義援金を北日本新聞社に預託。

第４回「法人会全国女性フォーラム」石川大会が金沢市で開催。

石川県立音楽堂に全国から約 1,600 名 ( 高岡から12名 ) が参集。

女性部会第 19 回定時総会

第３代会長に、和田祐子氏＜㈱和田鉄工建設＞が就任。

女性部会役員が初めて小学校での租税教室を実施。

女性部会創立 20 周年記念式典を挙行。

女性部会第 21 回定時総会

第４代会長に、渡辺佳世子氏＜高岡交通㈱＞が就任。

初めて租税教育バスを実施。

寄付活動として、ＮＰＯ法人「子どもの権利支援センターぱれっと」へ 10 万円を寄付。

女性部会の寄付活動について、ボランティア活動推進富山県民会議会長感謝状を受賞。

第 13 回「法人会全国女性フォーラム」山梨大会が、甲府市のアイメッセ山梨で開催され、

県下女性部会から 53 名（高岡 12 名）参加。

富山大会のＰＲと、全員でこきりこ節、越中八尾おわら踊りを披露。

第 14 回「法人会全国女性フォーラム」富山大会が富山市で開催。

富山産業展示館テクノホールに、全国から約 1,600 名が参集。

当会の女性部・青年部役員 34 名が大会運営に協力。

女性部会創立 30 周年記念式典を挙行。

女性部会創立 30 周年記念講演会

[ 講師 ] 日本語学者　金田一秀穂氏
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令和２年度  納税表彰受賞おめでとうございます！！

( 公社 ) 高岡法人会 副会長
株式会社牧田組 代表取締役社長

( 公社 ) 高岡法人会 常任理事
㈱中村燃料商店 代表取締役社長

( 公社 ) 高岡法人会 常任理事
射水運輸㈱ 代表取締役社長

牧田　和樹 様

中村　春夫 様 夏野　公秀 様

　令和２年度の金沢国税局長納税表彰並びに高岡税務署長納税表彰の法人会功績者としての受賞者は次の方々です。
　この表彰は、多年にわたり納税道義の高揚と正しい税知識の普及、申告納税制度の発展に努められた方々に贈ら
れるものです。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰式は中止になりました。

　令和２年 11 月 19 日 ( 木 )、㈱牧田組において、金沢国税局 高雅博法人課税課長から表彰状が授与されました。

　令和２年 11 月 11 日 ( 水 )、高岡商工ビルにおいて、大谷武夫高岡税務署長から表彰状が授与されました。

税を考える週間　特 別 講 演 会

【開催日】令和２年 11 月 12 日 ( 木 )
【会　場】富山県高岡文化ホール　多目的小ホール
【参加者】会員 34 名、 一般 ８ 名
【講　師】立命館大学客員教授　　薮中　三十二　氏
【演　題】「国際情勢の行方と日本外交
　　　　　　－アメリカ大統領選挙と米中対立を見据えて」
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共催 : 全国納税貯蓄組合総連合・国税庁／後援 : 公益財団法人全国法人会総連合 他
　正しい税のしくみと役割を理解してもらう目的で、全国納税貯蓄組合総連合と国税庁が共催で、全国の中学生
から「税についての作文」を募集。全国法人会総連合も平成 24 年度から後援協力を行い、高岡税務署管内で募集
した作文の中の優秀な作品１点に高岡法人会会長賞が贈られた。
　表彰された方々は次のとおりです。

～ 高岡税務署管内表彰 ～
★★★ 『税についての作文』入賞者の方々 ★★★

中学生の『税についての作文』入賞者
～ 令和２年度 ～

★《金沢国税局長賞》

　「誰かのために」

★《高岡税務署長賞》

　「日本の未来を支える税」

　「お金は夢に税は志に」

★《富山県知事賞》

　「税は未来を作る」

★《北陸納税貯蓄組合総連合会会長賞》

　「私の生活を守ってくれる税金」

★《富山県納税貯蓄組合総連合会会長賞》

　「身近にある税」

★《高岡税務署管内納税貯蓄組合総連合会会長賞》

　「こころをひとつに」

★《北陸税理士会高岡支部長賞》

　「コロナ騒動で税金について学んだこと」

★《高岡税務署管内青色申告会連合会会長賞》

　「税金に対して思ったこと」

★《公益社団法人高岡法人会会長賞》

　「私達のためにつかわれる税」

氷見市立西條中学校２年

高岡市立高陵中学校３年

高岡市立高陵中学校３年

射水市立新湊南部中学校３年

高岡市立戸出中学校３年

高岡市立高陵中学校１年

射水市立新湊南部中学校３年

高岡市立国吉義務教育学校９年

高岡市立高陵中学校３年

高岡市立伏木中学校２年

茶野　亜依

峯　那奈子

三邉　彩音

赤石　　翔

佐竹　海飛

鈴木　杏奈

大西　るな

和田穂乃花

内嶋　　愛

坂本　真菜
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～ 令和２年度 ～

　中学生の私にとって、身近な税金とは、消費税である。
100 円のペンを買うために 110 円を払う。それが普通であり、
私たちの日常だ。その 10 円がどこに行くのか深く考えるこ
ともなかった。
　調べてみると、消費税は主に社会保障に充てられているら
しい。高齢化と少子化で財政が厳しくなり、税率は昨年 10
月に 10 パーセントに引き上げられた。
　社会保障といえば、医療や年金、介護に少子化対策、どれ
も大切なものだ。そう考えると、手厚い社会保障を受けるこ
とを望むなら、納税するのが当たり前だ。予算が足りなくなっ
たから、増税するしかないというのも分かる。でも、頭では
分かっているけれど、なんとなく損した気持ちになる。
　私たちは、税金を払うことにどうしても敏感になってしま
う。昨年の消費税増税にもたくさんの反発があった。しかし、
税金がどのように使われているかには、意外と無関心だ。
　では、税金はどのように使われているのか。私の身近で考
えてみると、学校の教科書、毎日出るごみの収集、通学路の
除雪、氷見市は中学生まで医療費が無料だが、このシステム
を支えているのも税金だ。当たり前の衣食住の裏には税金が
ある。私たちの生活は、例外なく税金に支えられている。税
金が高いと不満をもつ前に、どれだけの恩恵を受けているか
を知ることが大事なのではないだろうか。

　近年、消費税が８％から 10％に引き上げられた。私はこ
の増税に対して物が高くなるとしか思わなかった。しかしこ
の作文を書くにあたって増税する理由、増税と世の中の動き
との関わりなどを調べ増税の本当の意味を知ると供に世の中
で起こっている現象などを理解することができた。
　まず、増税する理由を自分なりに考えた。私は、教育の充
実や道路の整備に足りないお金を増税により得ているのだと
思った。しかし主な使い道は介護や年金にかかる費用だった。
今日本では、少子高齢化という現象が起こっている。これは
労働人口が減っていると考えても良いだろう。また医療の充
実により平均寿命が延びている。これらが重なり労働者一人
あたりが負担する税が増えるという状況になっている。増税
するということは、少子高齢化が進んでいるということにな
る。そこで政府は働く世代など特定の人に税の負担が集中し
ないようにと消費税の税率を上げている。これを知った私は、
増税の裏で起こっている社会現象を知ると供に、消費税を払
うことは、国を支えることなんだと思った。
　しかし、このまま少子高齢化が進むと日本の企業がおとろ
え、高齢者を支えきれなくなってしまうと思うと、少子高齢
化はとても恐ろしく感じられる。少子化を止めなければなら

　さらに、自分が納めた税金は、直接自分に返ってくるわけ
ではない。自分ではない誰かに使われるためのものだ。全員
参加の支え合いだ。誰かが納めた税金は、回り回って別の誰
かのための公的サービスに変わる。その誰かは、生まれたば
かりの赤ちゃんかもしれないし、どこかで暮らすお年寄りか
もしれない。逆に、私が図書館で借りた本は、もとをたどれ
ば誰かの税金だ。私の曽祖父母の介護費、祖父母の年金、妹
の保育費、全て誰かが払ってくれた税金なのだ。皆の税金で
皆が暮らしている。
　そう考えたなら、義務だから税金を払うという考えはあま
りにつまらない。自分の損得ばかり考えるのも、なんだかちっ
ぽけだ。自分の納めた税金が、自分ではない誰かの役に立つ、
そう考えてみてはどうだろうか。そうすれば、税を払うこと
で自分も社会の一員になれた気がしてくる。また、自分が受
ける公的サービスも、魔法のように空から降ってくるもので
はない、誰かが納めた税金なのだと思うと、身が引き締まる。
税金のうしろには、誰かの思いがある。だからこそ大切に使
わなくてはいけない。無駄にはできない。
　私はまだ中学生で、消費税もわずかしか納めていない。そ
れも両親からもらったお金だ。将来大人になり働いたら、今
度は自分が納税で社会を支える側に立つだろう。責任重大だ。
でも、その時が少し楽しみな気がしている。

ないと思った。そこで税金の使われ方をインターネットで調
べると少子化対策として女性が安心して子育てをできる施設
の充実や、支金などが税金によって整えられていることが分
かった。この情報を知り、税金は日本のために使われ、これ
からの未来のためにあるのだと思うと改めて税金の大切さが
分かったような気がした。
　税金はもちろん身近な道路整備、警察、消防など私たちの
生活に必要なものに使われている。しかし、今を未来につな
げるという形で、将来の日本の人口、経済などを守るための
大切な役割をもっているものだと言える。私は税金を、もっ
と少子化対策のために使うべきだと思う。例えば、保育園の
充実や、スーパーなどの充実だ。母親がもっと楽に子育てで
きる環境づくりをしていってほしいと思う。
　私は、増税の理由を知ったことで税は日本の抱える問題に
大いに役に立つと思った。また、税は私たちの今の生活は
もちろん、未来の日本も支えていることを知り税に関する感
心が深まったような気がする。たくさんの人に税の役割を
知ってもらい日本全体でこれからの日本を支えていきたいと
思った。

氷見市立西條中学校２年

高岡市立高陵中学校３年

茶野　亜依

峯　那奈子

誰かのために

日本の未来を支える税

金沢国税局長賞

高岡税務署長賞

中学生の『税についての作文』

17　　　　　中学生の「税についての作文」入賞作品



　お金持ちになることは多くの人の夢である。たくさんのお
金を持ち、大きな家に住みたい。かっこいい車に乗りたい。
夢をふくらませることができる。お金は夢となる。
　お金を持つために、仕事に就き、働く。自分で懸命に働い
て得たお金は、特に大切なものになるだろうと想像する。一
方で、私たちは生きていくだけでお金を使う必要がある。お
金持ちになるという夢の敵は、お金を奪うものだ。税は、私
たちが懸命に働いて得たお金を年に一度、または日常的に
奪っているといえるかもしれない。税は敵なのだろうか。
　税には、住民税や所得税、法人税、消費税などと様々な種
類がある。なかでも、消費税は中学生にとっても最も身近な
税だろう。大人と比べれば少なくても、消費税を払うことの
ある私たちも税の義務に参加しているという実感が確かにあ
る。集められた税は、例えば学校や交番、救急車、信号機な
どのために利用されているようだ。どれも私たちの生活に重
要なもので、税は私たちの生活に補償として十分に返ってき
ているといえる。これが、税が敵ではない理由の一つだ。
　一方で、税の使われ方として自身の生活に関係のないもの
もある。一度も利用していない救急車の費用を一部でも負担
したいかといわれれば、したくないだろう。払ったお金の十
割が自身のための利用になることがない。私は、税の意義は
ここにあると考える。

　私は、この作文をかくにあたり、深く税のことについて考
えてみました。そして気付いたのは、私達の生活にとって税
は当たり前になっているということです。私は小さい頃から
よくケガをしてしまい、その度に病院で診察してもらってい
ました。私が住んでいる市では中学生までは無償で診察を受
けられる制度があります。しかし、外国では診察してもらう
のに高額な医療費がかかる国もあると知り、当たり前に受け
ているものがとてもありがたいことだと感じました。
　また、今年は新型コロナウイルスの影響により仕事ができ
なくなった方が日本で大勢おられます。そんな方々のため、
国が国民一人あたりに 10 万円を給付しました。その合計は
およそ 12 兆 8,802 億 9,300 万円にものぼるそうです。このお
金は十四種類以上の税金で貯められたお金で私達を救ってい
るのです。ふと、もしも税金がなかったらこの国はどうなる

　私たちは社会的存在として、支え合いながら生きていく必
要がある。人を支え、感謝されるのはとても嬉しいものだ。
また、誰か知らない人を支えることは、感謝されずとも幸せ
なことだろう。人として、こういった幸せを追究する人生は
理想的だと感じる。
　税は、そのような機会を与えてくれる制度の一つという促
え方もできる。税は、貯蓄と違い国民全体のために使われる
ため自分自身のみの消費にならない。しかし、自分や家族を
含む国民のためにお金が集まり、役立つのだ。この対立する
二つの税の在り方によって税は敵ではないといえると思う。
　社会のために納め、利用される税は志である。義務である
ため、十割の善意とは違うが、本来、自分のために使いたい
お金を、自身の夢を、誰かと回すことができるのだ。この義
務を果たす国民として私たちはつながっている。
　お金は夢となり、税は志となる。自分のために、社会のた
めに、夢と志をもって歩みたい。夢と志が共にあれば、きっ
と正しい道を進めると信じている。
　税は敵ではない。私を支え、私が誰かを支える機会をくれ
る、国民の権利であり義務だ。私は、この義務のほんの一部
に参加していることを喜ばしく思っている。また、将来、自
分が懸命に働いたお金で税の義務を果たすことを楽しみにし
ている。

のか母と話し合ったことを思い出しました。例えば、救急車
を呼ぶにしてもお金がかかったり、交番などで道案内をして
もらうのにも有料になったり、公共サービスを受けるうえで、
すべての費用を自分達で負担しなければならなくなります。
このことを考えると、みんなが豊かで安心して暮らしていく
には税金はとても大切なものだと改めて思いました。
　これから私の世代の人はどんどん大人に近づいていきま
す。つまり、税と向き合っていかなければならないというこ
とです。それをこばむ人もいるかもしれません。しかし、税
金は「国民の健康で豊かな生活」を実現するためにあり、私
達の納めた税は国や県などの財源となって誰かや自分の生活
の支えになります。そのことを念頭に置いて私自身も健康で
安心して暮らせること、当たり前に公共サービスを受けられ
ることに感謝して税と共に暮らしていきたいと思います。

高岡市立高陵中学校３年

高岡市立伏木中学校２年

三邉　彩音

坂本　真菜

お金は夢に税は志に

私達のためにつかわれる税

高岡税務署長賞

公益社団法人高岡法人会会長賞
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＜清酒輸出先 BEST3 ( 輸出金額 ) ＞　　　　　　　　　　　　　＜輸出単価 BEST3 ＞
　1 位 アメリカ合衆国（6,757 百万円／前年対比 7％上昇）　　　  1 位 マカオ（3,940 円／ℓ）
　2 位 中華人民共和国（5,001 百万円／前年対比 39.4％上昇）　　 2 位 香港（2,047 円／ℓ）
　3 位 香港（3.943 百万円／前年対比 4.5％上昇）　　　　　　　  3 位 シンガポール（1,406 円／ℓ）

（出典：財務省貿易統計）

　平安時代、中国から「その年の邪気を除き家庭健康で幸福を迎えられる」と伝えられた、元旦にお屠蘇を飲む習慣。
我が家では、大晦日に橿原神宮より頂いた屠蘇散を日本酒に浸し、一年間の健康と延寿を願い元旦にありがたく
頂戴します。古来より、祭りや結婚式などの祝い事では日本酒が飲まれ、多くの日本人に愛されてきました。
　清酒の酒税額は、2008 年に 74,600 百万円と大きかったのですが、2018 年には 55,720 百万円となり、10 年間で
25.3％もの大幅減少となっています。
　ところが日本酒の輸出動向をみると、昨今の海外における和食ブームの影響もあり、輸出金額が 2009 年の 7,184 
百万円から2019 年の 23,412 百万円へと 3 倍以上も伸びており、10 年連続で過去最高を記録しています。輸出単
価をみても、2009 年は 601 円／ℓでしたが、2019 年には 939 円／ℓと上がっています。

　十数年前から官民が協力し輸出増大計画を地道に行っていたことが、この清酒の輸出増大に繋がったと思いま
す。最近の政府による日本酒のグローバルなブランド戦略に関する検討会（2019 年 12 月 25 日）において以下の
ような見解を示し、より一層の輸出増を目指しています。
　●日本酒の輸出のポテンシャルは大きい
　●文化的な観点から積極的に価値づけを行い、ブランド力を高める
　●商品の高付加価値化とそれに見合った価格設定､ そのためのブランド戦略が重要である
　●主役である事業者の取り組みの一層の積極化を期待するとともに、政府は事業者の自主的で意欲的な取り組

みを支援する

　昨年11月、香港のオークションで日本酒の4 合瓶1 本が62,500香港ドル（約847,350円）で落札されました。また、
富山県でも、世界的なシャンパンの醸造最高責任者が立山町を拠点に日本酒の世界展開に乗り出し、販売も始ま
りました。日本酒がワインのように世界中で好まれ、富山県が世界有数の日本酒生産地となる日も遠い夢ではあ
りません。
　ちなみに、税理士会高岡支部におきましても 10 年以上前から懇親会では日本酒で乾杯を行い、微力ながら日本
酒の消費 UP に協力をして参りました。2018 年度の成人一人あたりの清酒の消費数量は、１位／新潟（10.5ℓ）、2
位／秋田（8.6ℓ）、3 位／山形（7.5ℓ）、4 位／富山（7.4ℓ）、5 位／福島（7.2ℓ）となっています。”日本酒消費量
全国 1 位”を目指すのも良いかと思います。富山県でも日本酒乾杯条例が制定されることを切に期待しております。
　最後になりますが、コロナが一日も早く収束し、全国各地で祭りが再開されて多くの人が集まり、おいしい料
理とお酒を皆で楽しめる日常が戻ることを強く願っております。

日本酒のこれから
北陸税理士会　高岡支部長　　中野　岳

21　　　　　税理士会だより
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カカオブレイン㈱
㈱ＳＰＳ.
やまとプロダクツ㈱
㈱フェイス
㈱南工業

新会員のご紹介

会費規程の改定

賛助会員

山田亮一税理士事務所

明生薬品工業㈱
㈱三陽

盛次　　律
城川　巧司
山本　太郎
名内　裕光
南　　修一

山田　亮一

法　人　名

賛助会員名

代 表 者

代 表 者

法　人　名

高岡市 射水市

　「会費規程」の改定により、次のとおり、令和３年度から、会費は年１回納入に変更させていただきます。
事務の見直し及びコスト削減のため、変更させていただくものであり、県内の他の法人会はすでに年 1 回です。
会員の皆様には、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

豊田　博保
桶谷　恭平

代 表 者

区　分　　　　　変　更　前　( ～令和２年度 )　　　　　　　　　変　更　後　( 令和３年度～ )

請　求
５月、１１月
※口座振替の方は請求月の 27 日に振替

６月
※口座振替の方は６月 27 日に振替

金　額 年会費の 50％ずつ請求 年会費を請求

※　請求書送付の方で、口座振替を希望される方は事務局までご連絡お願いいたします。

令和２年 8 月～

23　　　　　総会記念講演会ご案内／会費規程の改定／新会員



射水市　 ●
堀岡児童館

● 勝円寺

● 光照寺片口

　●
 南水路緑地公園

● 富山新港展望台

● 新湊弁財天
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